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2026 年 2 月 12 日 
厚生労働省 様 

全日本民主医療機関連合会（公印略） 
全国労働組合総連合（公印略） 

中央社会保障推進協議会（公印略） 
東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館 5F 

 TEL 03-5808-5344 FAX 03-5808-5345 

介護保険制度の抜本改善、大幅な処遇改善を求める要望書 
国民の福祉向上のために奮闘されていることに、心より敬意を表します。 
介護保険制度開始から 25 年が経過しました。利用料や施設の居住費・食費の負担が重く、必要

な介護サービスを受けられない人が増えています。全日本民医連の 2025 年 11 月の調査では介護
保険 2 割負担になれば 4 割が「利用減」と回答、利用控えが進めば重症化につながるとしています。 

家族の介護を理由とした介護離職は年間 10 万人と高止まりしたままです。介護事業所は低く据
え置かれた介護報酬のもとで深刻な経営難に直面し、2024 年の倒産・休廃業件数は 784 件と過去
最多となり、2025 年上半期倒産も過去最高です。特に訪問介護は基本報酬の引き下げの影響で事
業所がゼロになった自治体が増加しています。介護現場の人手不足も深刻で、政府は 2026 年度に
介護職員が 25 万人不足する需要見込みを示していますが、有効な対策は講じられていません。肝
心の処遇改善は遅々として進んでおらず、2024 年度の全産業平均との賃金格差は、前年度月額６
万 9000 円から８万 3000 円へ広がっています。 

すべての人が安心して介護を受け、介護従事者も尊重される制度の実現には、国の財政支援の強
化による制度の抜本改革、介護職員の大幅な賃金の引き上げが不可欠です。介護保険制度の改善、
憲法 25 条に基づいたケアが大切にされる社会の実現に向けて、以下要望します。 

 

記 

 

1. 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介護１、
２の保険給付はずし（総合事業への移行）などの見直しを行わないこと 

2. 訪問介護の基本報酬の引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを行うこと。その際は
サービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策を講じること 

3. 全額国庫負担により、すべての介護従事者の賃金を全産業平均まで早急に引き上げること。介
護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと 

4. 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料、居住費・食費などの費用負
担の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に
対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること 

以上 
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消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行わないこ
とを求める意見書（案） 

 
自民党と日本維新の会の協議を受けて、政府は 2025 年 12 月、OTC 類似薬 77 成

分 1100 品目の薬について、1 割から 3 割負担の窓口負担とは別に「特別料金（薬剤
の 25％）」として追加負担を求めることを決定した。 

対象となる薬剤は、痛みや発熱など炎症をやわらげる消炎鎮痛剤や、蕁麻疹、花
粉症、喘息などの症状を緩和する抗アレルギー薬、皮膚疾患の保湿剤など、日常的
に幅広い疾患で使われている薬である。がんや難病患者、低所得者、入院患者、医
師が医療上の長期使用が必要とする患者には追加負担を求めないとしているが、こ
れにより医療保険が３割負担の人は実質５割、２割の人は４割、１割の人は３割負
担と大幅な自己負担増になることが予想される。 

政府は「（受診せず）市販薬を利用している患者との公平性」を理由にあげている
が、受診が必要な患者に追加料金のペナルティーを科す道理はない。むしろ、症状
を抱えながら医療機関に受診できない国民の受療権を確保すべきである。 

「現役世代の保険料負担の軽減」を打ち出しているが、1 人当たりの「軽減額」は
月 63 円に過ぎず、一方で花粉症やアトピー性皮膚炎などアレルギー性疾患に苦しむ
患者など、すべての世代に負担増を押し付けるものである。 

2025 年 12 月の財務・厚労大臣折衝の合意では、将来的に「OTC 医薬品の対応す
る症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を
拡大することを目指す」、「特別の料金の対象となる薬剤費の割合の引き上げについ
ても検討する」とし、将来的な対象医薬品の拡大と特別料金の引き上げはおり込み
済みである。 

このような薬の「追加負担導入」は、患者の受療権や健康権の侵害につながり、
受診控えや受診遅れなど、いのちに直結する問題である。 

よって、すべての国民が必要な医療を受けることができるよう、〇〇議会は政府
に対して、消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行わないことを求め
る。 
 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
提出先 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 衆議院議長 参議院議長 
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【地方議会 請願書モデル】（注）陳情の場合は、文中の「請願」を「陳情」に改めること 
202 年  月  日 

○○議会議長     殿 
請願（陳情）者 住所 

氏名 ○○社会保障推進協議会 ○○ ○○ 印 
紹介議員（陳情の場合は不要）       印 

 

消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行
わないことを求める請願（陳情）書（案） 

 

【請願（陳情）趣旨】 
 

自民党と日本維新の会の協議を受けて、政府は 2025 年 12 月、OTC 類似薬 77 成分 1100
品目の薬について、1 割から 3 割負担の窓口負担とは別に「特別料金（薬剤の 25％）」とし
て追加負担を求めることを決めました。対象となる薬剤は、痛みや発熱など炎症をやわら
げる消炎鎮痛剤や、蕁麻疹、花粉症、喘息など症状を緩和する抗アレルギー薬、皮膚疾患
の保湿剤など、日常的に幅広い疾患で使われている薬です。がんや難病患者、低所得者、
入院患者、医師が医療上の長期使用が必要とする患者には追加負担を求めないとしていま
すが、これにより医療保険が３割負担の人は実質５割、２割の人は４割、１割の人は３割
負担と大幅な自己負担増になります。 

政府は「（受診せず）市販薬を利用している患者との公平性」を理由にあげていますが、
受診が必要な患者に追加料金のペナルティーを科す道理はありません。むしろ、症状を抱
えながら医療機関に受診できない国民の受療権を確保すべきです。また「現役世代の保険
料負担の軽減」を打ち出していますが、1 人当たりの「軽減額」は月 63 円に過ぎず、一方
で花粉症やアトピー性皮膚炎などアレルギー性疾患に苦しむ患者など、すべての世代に負
担増を押し付けるものです。 

2025 年 12 月の財務・厚労大臣折衝の合意では、将来的に「OTC 医薬品の対応する症状
の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大すること
を目指す」、「特別の料金の対象となる薬剤費の割合の引き上げについても検討する」とさ
れ、将来的な対象医薬品の拡大と特別料金の引き上げはおり込み済みとなっています。 

このような薬の「追加負担導入」は、患者の受療権や健康権の侵害につながり、受診控
えや受診遅れなど、いのちに直結する問題です。 

 
以上の趣旨から、〇〇議会においては、地方自治法第９９条にもとづき、内閣総理大臣、

厚生労働大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長に対して、消炎鎮痛剤や抗アレルギー
薬など、薬の追加負担を行わないことを求める意見書の提出を決議していただくよう請願
（陳情）いたします。 
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2026 年  月  日 

厚生労働省  殿 
子ども家庭庁 殿 

中央社会保障推進協議会（公印略） 
東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館 5F 

 TEL 03-5808-5344 FAX 03-5808-5345 
 

子ども・子育て支援金制度の創設に伴う保険料負担が実質負担増と
ならないよう財政支援の実施等を求める要望書 

 

国民の福祉向上のために奮闘されていることに、心より敬意を表します。 
「若者・子育て世代の所得を増やす」「社会全体の構造や意識を変える」「すべての子ども・子育

て世帯を切れ目なく支援する」を基本理念として、2023 年 12 月に閣議決定された「こども未来戦
略」を受け、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号。以下「改正
法」という）が成立し、2026 年 4 月から子ども・子育て支援金が医療保険と合わせて拠出する仕
組みが開始されます。 

子ども・子育て支援金による、新たな社会保険料負担について「こども未来戦略」では「賃上げ
と歳出改革により実質的な負担は生じない」としており、改正法附則第 47 条においても明記され
たところです。しかし、すべての健康保険料に子ども・子育て支援納付金が賦課され、段階的に引
き上げられるため、実質的な負担増は避けられません。特に国民健康保険は、被保険者に占める高
齢者の割合が高く、賃上げ効果が見込みにくい層が存在するほか、均等割・平等割など応益保険料
を持つ構造的問題を抱えていることから、その影響は顕著です。 

そもそも医療保険料に医療給付とは別の目的で上乗せすることは社会保険の原理に反します。本
来、子育てのための財源は国の責任で行うべきです。 

政府が子ども・子育て支援納付金に係る保険料について「実質的な負担は生じない」としたこと
を踏まえ、次のことを要望します。 

 

記 
 

1. 2026 年 4 月から「子ども・子育て支援金」を医療保険料に上乗せして徴収しないこと 
2. 少なくとも「子ども・子育て支援金」により、被保険者に負担増が生じることのないよう、制

度の在り方について再検討すること 
3. 子ども・子育て支援納付金に係る保険料について、政府が「実質的な負担は生じない」とした

ことを踏まえ、被保険者の「実質的な負担増」とならないよう、改正法附則第 47 条 5 項に基
づき必要な財政措置を速やかに行うこと 

 

 

 
 

 

組織名                                      

 

氏 名                                      

 

住 所                                                            
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